
　医療費が高額になった場合、一定の額を超えると高額療
養費として患者に払い戻されるしくみについて、平成29
年8月から段階的に変更されます。

　介護保険制度において、各健保組合に割り当てられた、
国に納入すべきお金「介護納付金」について、金額の算出
方法が平成29年8月から段階的に変更されます。

　介護サービスの1ヵ月当たりの自己負担限度額が平成29
年8月から引き上げられました。ただし、同じ世帯のすべ
ての65歳以上の人が1割負担の世帯には年間上限を新た
に設け、過大な負担とならないよう配慮されています。

　入院時の居住費（光熱水費相当額）は、介護保険施設で
は1日370円負担していることから、65歳以上の医療療養
病床への入院患者の居住費が引き上げられます。なお、平
成30年４月からは、医療区分にかかわらず370円に統一
されます（難病患者を除く）。
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平成29年8月からの法改正についてお知らせ

70歳以上の高額療養費制度が変更

■高額療養費制度の変更　　〈　〉は多数回該当
●従来

●平成29年8月から

●平成30年8月から

介護納付金は収入に応じて
負担するしくみに変更

高額介護サービス費が引き上げ

平成29年10月から  65歳以上の入院時
居住費の負担が引き上げられます

区　分 外来（個人） 限度額（世帯※）

現役並み
（標準報酬月額28万円以上）

4万4,400円
8万100円＋（医療費−
26万7,000円）×1%
〈4万4,400円〉

一　般
（標準報酬月額26万円以下）

1万2,000円 4万4,400円

住民税非課税
8,000円

2万4,600円

住民税非課税（所得が一定以下） 1万5,000円

区　分 外来（個人） 限度額（世帯※）

現役並み
（標準報酬月額28万円以上）

5万7,600円
8万100円＋（医療費−
26万7,000円）×1%
〈4万4,400円〉

一　般
（標準報酬月額26万円以下）

1万4,000円
（年間14万4,000円上限）

5万7,600円
〈4万4,400円〉

住民税非課税
8,000円

2万4,600円

住民税非課税（所得が一定以下） 1万5,000円

区　分 外来（個人） 限度額（世帯※）

現役並み
（標準報酬月額83万円以上）

25万2,600円＋（医療費−84万2,000円）×1％
〈14万100円〉

現役並み
（標準報酬月額53万円以上）

16万7,400円＋（医療費−55万8,000円）×1％
〈9万3,000円〉

現役並み
（標準報酬月額28万円以上）

8万100円＋（医療費−26万7,000円）×1％
〈4万4,400円〉

一　般
（標準報酬月額26万円以下）

1万8,000円
（年間14万4,000円上限）

5万7,600円
〈4万4,400円〉

住民税非課税
8,000円

2万4,600円

住民税非課税（所得が一定以下） 1万5,000円

※同じ世帯で同じ保険者に属する者

従 来

平成 32年度

平成 29年 8月

平成 30年度

平成 31年度

加入者割

全面総報酬割

加入者割

加入者割

加入者割

1/2 1/2

1/2 1/2

3/41/4

総報酬割

総報酬割

総報酬割

Information
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収
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合

▼
か
か
り
つ
け
医
・
か
か
り
つ
け
薬
局
を
つ
く
る

▼
お
薬
手
帳
に
服
用
履
歴
を
つ
け
て
も
ら
お
う

▼
い
き
な
り
大
病
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を
受
診
し
な
い

あ
な
た
は
ど
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く
ら
い
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践
で
き
て
い
ま
す
か
？

医
療
費
節
約
の
コ
ツ
を

チ
ェ
ッ
ク
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